
 
  

 
 
  
 
○ 総務省統計局では，平成26年９月から11月までの３か月間，都道府県・

市町村を通じ「平成26年全国消費実態調査」を実施します。 
○ 都道府県知事が任命した「統計調査員」が，建物にお住まいの世帯にお伺

いした際は，ご協力をお願いいたします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マンション・アパート等の管理組合，管理会社，管理人の皆様へ 

 
○調査実施に先立ち，調査員が，調査対象となる地域を確認し，居住する世帯にリーフレットを配布します。（調

査員は，「調査員証」を携帯しています。） 
 
○その後，調査対象に選定された世帯には，調査票の記入のお願いに再度伺うこととなります。 
 
○調査対象世帯には，統計法に基づき，報告の義務が課せられます。 
 
○しかし，オートロックマンションなどについては，厳重なセキュリティなどのため，調査員が建物内に入るこ

と自体が困難なケースも多く，調査が円滑に行われないケースも想定されます。 
 
●そのような場合，調査員が建物内に入り世帯の方にお伺いできるよう，管理組合・管理会社・管理人の皆
様のご協力をお願いします。 

 
●また，昼間不在がちの世帯などで，調査員が訪問しても面会できない場合には，皆様に居住状況などをお尋
ねすることがありますので，同様にご協力をお願いします。  

ご協力いただく 
内容について 

統計調査員が，建物にお住まいの世帯にお伺いでき
るよう，ご協力をお願いします。 

 
○全国消費実態調査は，家計の構造を「所得」，「消費」，「資産」の３つの側面から総合的に把握することを目的

として，５年ごとに行っている調査です。 

○この調査は，統計法（平成19年法律第53号）に基づき，基幹統計調査として国が実施するものです。 

○調査の結果は，生活保護基準や年金給付水準の検討，高齢社会対策といった国の政策の基礎資料として利用さ

れるだけでなく，地方公共団体の福祉行政や消費者行政，民間企業，研究所などで幅広く利用されます。 

国が実施する重要な統計調査です。 

 
●個人情報保護法では，民間の個人情報取扱事業者は，原則として，あらかじめ本人の同意を得ないで個
人データを第三者に提供してはならないとされていますが，例外として「法令に基づく場合」などは提
供することが認められています。（個人情報保護法第23条第１項） 
統計法第30条の規定に基づく協力の要請があった場合には，この「法令に基づく場合」に該当すること
から，要請を受けたものは，個人情報であっても本人の同意なしに情報を提供することが認められてい
ます。 

 
○統計調査により集められた個人情報は，統計法により 

厳格に保護され，調査関係者が調査で知り得た内容を 

他に漏らしたりすることは絶対にありません(注)ので， 

ご安心ください。 
 
(注) 調査関係者が，職務上知り得た秘密を他に漏らしたときは， 

統計法の罰則規定に基づき，懲役又は罰金が課せられます。 

ご協力いただく 
法的根拠について 

統計調査への協力の要請は，法令に基づく正当なも
のですので，ご協力をお願いします。 

総務省統計局 URL：http://www.stat.go.jp/ 

 
■統計法（抄）（協力の要請）  
第 条 行政機関の長は，前条に定めるもののほか，
基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計
を作成するため必要があると認めるときは，地方
公共団体の長その他の関係者に対し，協力を求め
ることができる。 

平成26年全国消費実態調査への協力について 
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全国消費実態調査 
について 

※ 家計調査，労働力調査及び小売物価統計調査についても，ご協力をお願いいたします。 

調査結果はホームページをご覧ください。 

全国消費実態調査 検索 

http://www.stat.go.jp/

